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工事、測量及び建設コンサルタント等業務請負契約における談合等に

係る違約金に関する契約条項

（適用契約）

第１条 この契約条項は、航空自衛隊契約担当官の締結する競争入札による

工事、測量及び建設コンサルタント等業務請負契約について適用する。

（該当事項等）

第２条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、

甲の請求に基づき、請負代金額（本契約締結後、請負代金額の変更があっ

た場合には、変更後の請負代金額）の１０分の１に相当する額を違約金と

して甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙

が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に

違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第７条の２

第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に

基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付

命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第５１条第２項

の規定により取り消された場合を含む。）。

(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除

措置命令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下

「乙等」という。）に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定し

たものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命

令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命

令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁止法

第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実行としての事業

活動があったとされたとき。
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(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条

第１項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反す

る行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当

該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納

付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計

算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の

提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するも

のであるとき。

(4) 乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第

９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

（延滞金）

第３条 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、

当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。

（その他）

第４条 この契約条項に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じ

たときには、甲、乙協議の上、解決するものとする。


